
警
察
・
検
察
は
、
こ
の
通
信
の
秘
密

の
保
障
に
よ
っ
て
市
民
の
電
話
、
メ
ー

ル
な
ど
を
盗
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

盗
聴
は
す
べ
て
、
違
法
、
非
合
法
の

行
為
の
た
め
捜
査
機
関
は
当
事
者
に
ば

れ
な
い
よ
う
に
ひ
そ
か
に
お
こ
な
っ
て

き
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
１
９
８
６
年
、
日
本
共

産
党
の
緒
方
靖
夫
国
際
部
長
宅
の
違
法

な
盗
聴
事
件
が
明
る
み
に
で
て
、
社
会

的
な
大
問
題
に
な
り
、
警
察
は
激
し
い

批
判
を
あ
び
ま
し
た
。

違
憲
・
違
法
の
盗
聴
捜
査
を
な
ん
と

し
て
も
合
法
的
な
も
の
に
し
た
い
と
考

え
て
い
た
、
自
民
党
政
権
・
検
察
庁
・

法
務
省
・
警
察
庁
は
、
盗
聴
法
法
案

（
正
式
名
称
「
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通

信
傍
受
に
関
す
る
法
案
」
）
を
国
会
に

提
出
し
ま
し
た
。

世
論
の
強
い
反
対
の
声
が
あ
り
ま
し

た
が
、
１
９
９
９
年
８
月
、
盗
聴
法
は

強
行
採
決
さ
れ
ま
し
た
。

「
知
ら
な
い
う
ち
に
み
ら
れ
て
い
る
」

こ
れ
一
冊
で
わ
か
る
監
視
社
会
か
ら
記

載
し
ま
し
た
。

▼
７
月
に
入
り
ま
し
た
。
九
州
や
西
日

本
は
、
大
雨
で
大
き
な
災
害
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
一
日
も
早
い
復
旧
・
復
興

を
願
っ
て
い
ま
す
。

多
く
の
方
々
が
避
難
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
変
な
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
身
体

大
事
に
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
全
国
大
会
や
東
日
本
本
部
の
大
会
日

程
が
決
ま
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
コ
ロ
ナ

禍
で
機
関
会
議
や
交
流
会
な
ど
の
日
程

は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
本
で
は
、
毎
月
１
回
は
執
行
委
員

会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
月
は
17
日

に
開
催
し
ま
す
。

今
日
７
日
、
七
夕
で
す
が
残
念
な
が

ら
雨
模
様
で
す
。
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厚
生
年
金
に
は
、
年
金
受
給
者
の

配
偶
者
や
子
が
一
定
の
条
件
を
満
た

し
た
場
合
に
受
け
ら
れ
る
「
加
給
年

金
」
が
あ
る
。

年
22
万
４
千
円

加
給
年
金
は
、
厚
生
年
金
の
加
入

期
間
が
20

年
以
上
あ
る
人
が
65

歳

（
又
は
定
額
部
分
支
給
開
始
年
齢
）

に
な
っ
た
時
点
で
、
そ
の
人
に
生
計

を
維
持
さ
れ
て
い
る
65
歳
未
満
の
配

偶
者
や
18
歳
未
満
の
子
（
又
は
１
級

か
２
級
の
障
害
者
の
子
）
が
い
る
と

き
に
加
算
さ
れ
る
。

配
偶
者
は
年
22
万
４
９
０
０
円
だ

が
厚
生
年
金
を
受
け
る
本
人
の
年
齢

に
応
じ
た
特
別
加
算
が
あ
り
、
１
９

４
３
年
４
月
２
日
以
後
に
生
ま
れ
た

人
な
ら
16
万
６
０
０
０
円
が
特
別
加

算
さ
れ
て
39
万
９
０
０
円
に
な
る
。

42
％
の
増
額
に
な
る

年
金
の
支
給
開
始
を
先
延
ば
し
す

れ
ば
、
１
ヶ
月
遅
ら
せ
る
ご
と
に
０
・

７
％
増
額
さ
れ
る
。
「
繰
り
下
げ
受

給
」
制
度
が
あ
る
。

現
在
、
最
大
で
５
年
遅
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
、
そ
の
場
合
は
42
％
増
額

に
な
る
。
増
額
率
は
一
生
変
わ
ら
な

い
た
め
効
果
は
大
き
い
。

繰
り
下
げ
の
間
は

受
け
取
れ
な
い

注
意
し
た
い
の
は
、
厚
生
年
金
を

繰
り
下
げ
て
い
る
間
、
加
給
年
金
は

受
け
取
れ
な
い
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
繰
り
下
げ
に
は
基
礎
年

金
と
厚
生
年
金
で
別
々
に
行
う
こ
と

が
出
来
る
。
加
給
年
金
の
受
け
取
り

を
優
先
し
た
い
が
、
繰
り
下
げ
効
果

も
得
た
い
場
合
は
基
礎
年
金
だ
け
を

繰
り
下
げ
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
。

ま
た
、
配
偶
者
が
年
金
受
給
者
と

な
る
と
加
給
年
金
は
不
給
付
と
な
り

ま
す
。

厚
生
年
金
の
「
家
族
手
当
」
の
よ

う
な
制
度
で
す
。

「
新
潟
・
地
連
だ
よ
り
」
第
１
２

８
号
（
国
鉄
退
職
者
組
合
新
潟
地
方

連
合
会
）
の
記
事
を
記
載
し
ま
し
た
。
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●
帝
京
長
岡
高
校
・
吉
田
大
先
生
が

不
当
解
雇
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
闘
い
を
支
え
る
物
資
販
売
を

し
て
い
ま
す
。

●
国
労
は
国
鉄
闘
争
の
時
、
労
働
組

合
、
民
主
団
体
な
ど
へ
物
資
販
売
・

オ
ル
グ
を
展
開
し
訴
え
ま
し
た
。

闘
い
は
長
期
に
な
り
ま
し
た
が
共

闘
組
織
の
御
支
援
、
多
く
の
労
働
組

合
や
民
主
団
体
の
皆
さ
ん
か
ら
の
御

支
援
は
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
し
た
。

●
闘
い
は
物
心
両
面
に
わ
た
っ
て
必

要
で
す
。
新
潟
県
私
立
学
校
教
職
員

組
合
連
合
（
私
教
連
）
で
は
小
豆
島

「
そ
う
め
ん
」
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

（
１
５
０
０
円
）

ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
も
販
売
し
て
い

ま
す
。
（
１
枚
１
０
０
円
）

御
支
援
、
御
協
力
を
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

目
標
は
年
内
解
決
で
す
。

●
注
文
は
地
本
ま
で
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。


